
1 
 

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ 
 「しまかぜ－食育アイランド通信－」 2026-06-11    228 号 
 
 農林水産省九州農政局 消費・安全部 消費生活課 
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「しまかぜ－食育アイランド通信－」は九州地域で様々な食育に取り組む方々の情報発信と
ネットワークづくりを支援するためのメールマガジンです。 
【１】 九州農政局からのお知らせ 

〇毎年６月は「食育月間」です！～九州農政局の食育月間の取組を紹介します～ 
〇「食育基本法」が改正されました！ 
〇食育を推進する優れた取組を募集します！～「第 11 回食育活動表彰」候補の募集開始に
ついて～ 
〇水田政策の見直しに関する地方説明会の開催及び参加者の募集について（九州ブロック） 
〇北陸農政局主催イベント「食育推進のつどい」を開催！ ～第 2 部視聴者募集中～ 
〇第 22 回食育推進全国大会の開催地について 
〇令和 7 年度 食料・農業・農村白書が公表されました！ 
〇九州農政局「消費者の部屋」特別展示について 

【２】 食育アイランド九州会員からの情報について 
 〇6 月食育の日「ぷくえこるん×たべラボ 魅力いっぱいお弁当」販売（熊本県立大学 たべ

ラボ＆ぷくえこるん） 
〇正助ふるさと村でご家族やお友達と楽しい思い出を作りませんか？（農業体験） 

【３】九州農政局消費・安全部消費生活課 Facebook について 
〇消費生活課が「消費者情報九州」を発信中 

【４】編集部からのお知らせ 
〇「九州の食育のひろば」に関する情報提供及び情報更新ご協力のお願い 

******************************************************************* 
【１】 九州農政局からのお知らせ 

〇  毎年６月は「食育月間」です！～九州農政局の食育月間の取組を紹介します～ 
平成 17 年 6 月に制定された「食育基本法」（平成 17 年法律第 63 号）に基づく食育推

進基本計画により、毎年 6 月を「食育月間」、毎月 19 日を「食育の日」と定めています。  
九州農政局では、県や市、関係団体等と連携・協働して、「食育月間」及び「食育の日」

に関する認知度を高めるとともに、生涯にわたって「食べる力」＝「生きる力」を育むこ
との重要性の普及啓発のため、様々な取り組みをおこなっています。  
【食育月間ポスター】 

    https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/attach/pdf/index-17.pdf 
【令和 8 年度食育月間チラシ（九州農政局）】 
https://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/hiroba/island/attach/pdf/reiwa8nenndo

-3.pdf 

【令和 8 年度 九州農政局の食育月間の取組】 
以下の URL から九州農政局ホームページをご覧ください。 
https://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/hiroba/island/reiwa8nenndo.html 

 
〇  「食育基本法」が改正されました！ 

平成 17 年に「食育基本法」が制定され 20 年、食や農を取り巻く環境が大きく変わり、
食料安全保障の確保を図るため、消費者の役割がより一層重要となっています。 

  こうした中、令和 8 年 5 月 27 日、「食育基本法」が 20 年ぶりに改正されました。 
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※詳しくは、以下の URL から農林水産省ホームページをご覧ください。 
  https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kannrennhou.html 
 

〇  食育を推進する優れた取組を募集します！～「第 11 回食育活動表彰」候補の募集開始
について～ 

農林水産省は、ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、食品製造・販売等その他の
事業活動を通じて食育を推進する取組を募集します。 

食育活動を行っている皆さま、奮って御応募ください。 
募集締切：令和 8 年 8 月 31 日（月曜日）必着  

※詳しくは、以下の URL から農林水産省ホームページをご覧ください。 
第 11 回食育活動表彰（農林水産省）  
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/11th/boshu.html 

これまでの食育活動表彰（農林水産省）  
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/index.html 

 
〇  水田政策の見直しに関する地方説明会の開催及び参加者の募集について（九州ブロック） 

   水田政策については、令和 7 年 4 月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画に基づ
き、令和 9 年度から根本的に見直すこととされ、今般「令和 9 年度からの水田政策の見直
し」が取りまとめられました。 

   今回、令和 8 年 6 月 22 日（月曜日）に、熊本地方合同庁舎（熊本市）で地方説明会（九
州・沖縄ブロック）を開催しますので参加者を募集します。 
※詳しくは、以下の URL から九州農政局ホームページをご覧ください。 

  https://www.maff.go.jp/kyusyu/press/kikaku/260622.html 

 
〇  北陸農政局主催イベント「食育推進のつどい」を開催！ ～第 2 部視聴者募集中～ 

   北陸農政局は、食育の更なる推進を図ることを目的として、「食育推進のつどい」を開
催します。 

日時：令和 8 年 6 月 18 日(木曜日)13:55 から 15:15 まで 
開催方法：オンライン（Microsoft Teams：先着 100 回線） 
申込期限：令和 8 年 6 月 16 日（火曜日） 
内容：第 5 回北陸農政局食育活動表彰 北陸農政局長賞受賞者による活動紹介及び意見

交換 
＜北陸農政局長賞受賞者＞ 

    株式会社アルビレックス新潟（新潟県新潟市） 
    新潟県立高田農業高等学校生物資源科・農業生産コース（新潟県上越市） 
    一般社団法人とやまのめ（富山県射水市） 
   野路 直美(福井県福井市） 
    有限会社かみなか農楽舎（福井県若狭町） 
  ※詳しくは、以下の URL から北陸農政局ホームページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/syouan/260514.html 

    参加申し込みフォームはこちら 
https://forms.office.com/r/21NaTh5Nmn 

 

〇  第 22 回食育推進全国大会の開催地について 
農林水産省は、毎年 6 月の「食育月間」に関連する取組の一層の充実を図るため、令和

9 年度の全国的な取組として、第 22 回食育推進全国大会を 2027 年国際園芸博覧会会場
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内で開催することとしましたのでお知らせします。 
※詳しくは、以下の URL から農林水産省ホームページをご覧ください。 
 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/260602.html 

 
〇  令和 7 年度 食料・農業・農村白書が公表されました！  

令和 8 年 5 月 29 日に「令和 7 年度 食料・農業・農村白書」が公表されました。  
今回の白書では、「米の安定供給に向けた対応」を特集のテーマとしています。  
この白書を通じて、我が国の食料・農業・農村に対する国民の関心と理解が一層深まる

ことを目指しています。  
※詳しくは、以下の URL から農林水産省プレスリリースをご覧ください。  
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo04/260529.html 

 
〇  九州農政局「消費者の部屋」特別展示について 

九州農政局では、消費者の皆さまとのコミュニケーションを深める場として、「消費者
の部屋」を開設しています。消費者の部屋では、農林水産行政や、食に関する情報提供と
併せて、消費者相談窓口を設け、皆さまからのご質問、ご相談を受け付けております。 

6 月、7 月は、以下のテーマに関する特別展示を行います。お近くにお越しの際は、どう
ぞお気軽にお立ち寄りください。 

【展示期間】 
〇6 月 15 日（月曜日）～6 月 26 日（金曜日） 
〈テーマ〉共に輝き未来を耕す～男女共同参画週間～ 
〈展示内容〉毎年 6 月 23 日～29 日は、男女共同参画週間です。農業界における男女共同

参画や農業女子プロジェクト、女性農業者の活躍事例等について紹介します。 
〇6 月 29 日（月曜日）～7 月 10 日（金曜日） 
〈テーマ〉地域に根ざした先導的品種育成・技術開発 
〈展示内容〉国内安定供給に向けた新品種開発と生産性の向上を目指した農業技術につい

て紹介します。 
〇7 月 13 日（月曜日）～7 月 24 日（金曜日） 
〈テーマ〉食品表示の監視について 
〈展示内容〉農林水産消費安全技術センター（FAMIC）が行っている食品の買い上げ、分

析等の一連の食品表示監視業務について紹介します。 
【展示場所】 

・熊本地方合同庁舎 A 棟 1 階 消費者の部屋（熊本市西区春日２丁目 10 番 1 号） 
※詳しくはこちらをご覧ください。 
http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/syokunoanzenansin/syouhisya/syouhisya.

html 

 
******************************************************************* 
【２】食育アイランド九州会員からの情報について 

〇 6 月食育の日「ぷくえこるん×たべラボ 魅力いっぱいお弁当」販売（熊本県立大学 た
べラボ＆ぷくえこるん） 

地球温暖化防止に関する啓発活動を行っている熊本県立大学地球温暖化防止推進クラブ
「ぷくえこるん」と同大学食育推進室「たべラボ」が共同でメニュー開発して、県内の食
材を活用し、環境や健康を考えるお弁当を学食で提供いたします。 

■ 販売場所：熊本県立大学 学生食堂 
■ 日時：6 月 19 日(金) 
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■ 価格：学生 580 円 教職員・一般 680 円 
※数量限定販売。売り切れ次第終了。 

■ Menu：わかめじゃこ混ぜ込みご飯、おから菊芋ハンバーグ（当日はカップ焼きハン
バーグ）、小松菜のお浸し、青パパイヤのきんぴら、猪汁、ドライビーツヨーグルト 

※詳しくはこちらをご覧ください。 
    https://www.pu-kumamoto.ac.jp/news/post-48448/ 

 

〇 正助ふるさと村でご家族やお友達と楽しい思い出を作りませんか？（農業体験） 
福岡県宗像市にある「正助ふるさと村」は、自然を愛し、親孝行で有名な「武丸の正助

さん」をモチーフに、「農」をテーマにした農業体験施設です。7～8 月は、青竹でそうめ
ん流し作り体験を予定しています。 

  ※正助ふるさと村の年間体験はこちらをご覧ください。 
https://syosukemura.com/wp-

content/uploads/2026/02/91c61b49c47944928991485247b22a25.pdf 

  ※詳しくは、正助ふるさと村のホームページをご覧ください。 
   https://syosukemura.com/ 

 
******************************************************************* 
【３】九州農政局消費・安全部消費生活課 Facebook について 

〇  消費生活課から「消費者情報九州」を発信中 
消費生活課では、消費者の皆さまに向けた、より分かりやすい情報発信に努めるため、

Facebook ページ「消費者情報九州」を開設しています。 
当ページでは、農林水産行政に関する情報を始め、食の安心・安全に関する話題提供、

消費生活課が実施している出前講座の様子、イベント開催のお知らせなど、消費者の皆さ
まの生活に役立つ様々な情報をお届けしています。 

※詳しくはこちらをご覧ください。 
https://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/syokunoanzenansin/syouhisya/syouhisyaj

ouhou.html 

******************************************************************* 
【４】編集部からのお知らせ 

〇  「九州の食育のひろば」に関する情報提供及び情報更新ご協力のお願い 
九州農政局ホームページ「九州の食育のひろば」では、九州各地で開催される食育イベ

ントや農林漁業体験・見学可能な食品工場・市場等についてご紹介させていただいていま
す。 

URL→ http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/hiroba/hiroba.html 
※今後のイベント情報などのご提供をお待ちしています。 
※「食の体験・食育マップ（全県）」では、「食育アイランド九州」会員の方々の情報発
信を行っていますが、現在、掲載内容を刷新しています。情報提供をよろしくお願いし
ます。 
※ご要望や情報発信等の希望がございましたら、下記の九州農政局「しまかぜー食育ア
イランド通信―」の問い合わせ先、または、E-mail  s-island-kyushu@maff.go.jp ま
でお知らせいただきますようお願いします。 

******************************************************************* 
【編集後記】 

6 月は食育月間です。毎日のごはん、つい何となく済ませてしまいがちですが、ちょっと
だけ意識してみると、意外と発見があるかもしれません。たとえば旬の食材を買ってみたり、
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地元の味を楽しんでみたり。むずかしく考えなくても、できることからで大丈夫です。忙し
い日々の中でも、ほんの少し「食」に目を向けるだけで、暮らしが少し豊かになる気がしま
す。 

この機会に、無理のない範囲で「食」とゆるく向き合ってみてはいかがですか♪ 
台風が近づく季節になりました。最新の天気をこまめにチェックして、無理せず早めに備

えと行動を心がけましょう。 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
九州農政局「しまかぜ－食育アイランド通信－」の問合せ先 

窓口・問合せ先：九州農政局消費・安全部消費生活課 
住所：熊本市西区春日 2 丁目 10 番 1 号（熊本地方合同庁舎 A 棟） 
電話：096-300-6164 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
※情報の提供、配信先の変更・配信停止などは、以下の E-mail アドレスまでお知らせくだ
さい。 

E-mail  s-island-kyushu@maff.go.jp 


